
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※業務内容は勤務場所や障害特性等を考慮した上で決定します。 

※教育委員会事務局での採用人数には限りがあるため、小中学校での採用を優先的に進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉市教育委員会・小中学校で 

 働いてみませんか！？ 

障害のある方を対象にした、会計年度任用職員（事務補助）を募集しています。 

小中学校や教育委員会で働くことに興味がある！という方はぜひご応募ください！ 

就労後のフォローアップも丁寧に実施しています！ 

 

■勤務場所 

千葉市内の市立小中学校 

 

 

■主な業務内容 

・学習プリント等の印刷・準備 

・各団体からの資料の仕分け 

・提出物の集約、集計 など 

 

■学校が合う方 

・子どもが好きな方 

・デスクワークだけではなく、体を動かす 

 仕事もしたい方 

■勤務場所 

千葉市教育委員会各課 

（千葉市中央区千葉港１番１号 千葉市役所内） 

 

■主な業務内容 

・書類の正誤チェック、仕分け、印刷 

・パソコンを使用した、データ入力作業 

・事務作業の補助 など 

 

■事務局が合う方 

・事務作業をメインに希望する方 

・ワード・エクセルの基本的な入力ができる方 

小 中 学 校 教育委員会事務局 

条件等 

○勤務時間  週 20時間 

○時間外勤務 無し 

○給料等   時給（1,308円） （月額の場合は勤務時間により変動） 

       ※令和 7年度単価のため、令和 8年度単価は異なります。 

○その他詳細 市ホームページをご確認ください。 

【URL】https://www.city.chiba.jp/kyoiku/kyoikusomu/kyoikushokuin/syogai-koyo8.html 

裏面あり→ 

千葉市教育委員会 障害者雇用 検 索 

千葉市 HP 

 

https://www.city.chiba.jp/kyoiku/kyoikusomu/kyoikushokuin/syogai-koyo8.html


採用までの流れ 

 

○千葉市教育委員会では、『障害のある方が離職することなく、生き生きと働けること』を目標に採用を行ってい

ます。そのために、勤務先とのマッチングや就労後のフォローアップを丁寧に実施しています！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEP.1 お問い合わせ 

 まずはお電話かメールにてご連絡ください。 
 就労に関し、ご希望する条件等を簡単にお伺いします。 
 TEL ：043-245-5951 
 MAIL：kyoikushokuin.EDG@city.chiba.lg.jp 

STEP.２ 採用担当者との面談 

 希望条件や配慮事項等の詳細をお伺いします。 
 面談結果を踏まえ、本人のご希望に沿った勤務先を検討します。 
※状況によっては、候補地のご提案ができない場合もあります。 

STEP.３ 勤務先候補での面談 

 業務内容の詳細や疑問点等について、勤務先候補地での面談を実施し確認します。 
 面談内容を踏まえ、就労体験参加の検討をしていただきます。 

STEP.４ 就労体験 

 １週間程度の就労体験を通して、実際に就労した場合のイメージを深めていただきます。
その後、正式採用の意思を確認させていただきます。 

STEP.５ 正式採用 

 必要書類をご提出いただき、正式採用となります。 
※おおよそ STEP１から採用まで２か月程度かかります。 

随時 フォローアップ 

 定期的に担当者が勤務先を訪問し、本人・勤務先担当者と面談を実施します。悩みや困り
感等があった際には解決策を検討します。 

【お問合せ先】 
 千葉市教育委員会 教育総務部 教育職員課 人事班 
 所在地 千葉市中央区千葉港１番１号 千葉市役所高層棟１０階 
 T E L：043-245-5951 
 M A I L：kyoikushokuin.EDG@city.chiba.lg.jp 


